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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　セメント系材料で作られると共に防水された壁面の横方向マイグレーション防止製作方
法において、
　外側型枠（１０）を立設する工程、
　封止材（１２）を、前記外側型枠（１０）の内面の全領域に付着させる工程、
　補強部（１６）を、前記封止材（１２）が備えられた該外側型枠（１０）の内面（１４
）の前方に配置する工程、
　接着促進剤（１８）を、前記補強部（１６）を通して該封止材（１２）に塗布する工程
、
　内側型枠（２０）を立設する工程、
　セメント系材料を、該外側型枠（１０）および前記内側型枠（２０）によって形成され
た型枠空洞部（２２）に充填する工程、および
　前記セメント系材料を、該セメント系材料と該封止材（１２）上に位置する前記接着促
進剤（１８）との間に堅固な結合を形成するように硬化させる工程、
を含むことを特徴とする方法。
【請求項２】
　セメント系材料で作られると共に防水された床面の横方向マイグレーション防止製作方
法において、
　封止材（１２）を、基材（２６）の全領域に付着させる工程、
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　補強部（２８）を、前記封止材（１２）の層の上方に配置する工程、
　接着促進剤（１８）を、前記補強部（２８）を通して該封止材（１２）に塗布する工程
、
　セメント系材料を、該補強部（２８）が前記基材周辺に配置される前または後に立設さ
れた型枠内に上方から、打設する工程、および
　前記セメント系材料を、該セメント系材料と該封止材（１２）上に位置する前記接着促
進剤との間に堅固な結合を形成するように硬化させる工程
を含むことを特徴とする方法。
【請求項３】
　セメント系材料で作られると共に防水された面の横方向マイグレーション防止製作方法
において、
　封止材を、好ましくは基材の全領域に付着させる工程、
　補強部を、前記封止材の層を覆うように配置する工程、
　接着促進剤を、前記補強部を通して該封止材に塗布する工程、
　セメント系材料を、前記接着促進剤上に下方から、打設する工程、および
　前記セメント系材料を、該セメント系材料と該封止材上に位置する該接着促進剤との間
に堅固な結合を形成するように硬化させる工程
を含むことを特徴とする方法。
【請求項４】
　前記封止材（１２）が、重なり合うように置かれると共に、接着結合または溶接された
封止膜の形で付着させられることを特徴とする請求項１から３のいずれか１項に記載の方
法。
【請求項５】
　前記封止材（１２）が、ＦＰＯ系、ＴＰＥ系、ＥＣＢ系、ＰＶＣ系、ＥＰＤＭ系、ＥＶ
Ａ系、ＰＥ系であることを特徴とする請求項１から４のいずれか１項に記載の方法。
【請求項６】
　前記接着促進剤（１８）が、吹付けにより塗布されることを特徴とする請求項１から５
のいずれか１項に記載の方法。
【請求項７】
　前記接着促進剤（１８）が、アクリレート系、アスファルト系、セメント系または他の
物質系の高分子系分散液、乳濁液、懸濁液または溶液であることを特徴とする請求項１か
ら６のいずれか１項に記載の方法。
【請求項８】
　前記接着促進剤（１８）が塗布される前に、汚れを除去するように封止材（１２）の表
面を掃除することを特徴とする請求項１から７のいずれか１項に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、セメント系材料で作られると共に防水された壁面、特に、補強されたコンク
リートで作られた構造物の壁の製作方法と、セメント系材料で作られると共に防水された
床面、特に、補強されたコンクリートで作られた構造物の床の製作方法と、さらに、セメ
ント系材料で作られると共に防水された面、特に頭上面の製作方法とに関する。水分は、
直接的に、および、例えば水分を含んだ土を通して間接的にという両方で、それらの面と
接触しうる。
【背景技術】
【０００２】
　コンクリート構造物およびコンクリート建造物の表面を封止するための高分子封止膜が
知られており、ＨＤＰＥ封止膜、感圧接着層、耐候性アクリル被膜またはアスファルト層
、若しくはアスファルトとポリマーとの混合物層、および、除去自在な保護シートから構
成されている。保護シートが除去され、続いて生コンクリートがシステムに投入されると
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、生コンクリートの硬化は、接着層とコンクリートとの間の継続的な堅固な結合（接着結
合）の進行を伴うものであり、水分の側面からのマイグレーションと称される移動を、シ
ステムを通して耐久的に防止することを意図したものである。補強部が取り付けられたの
で、保護シートを後で除去することはもうできないことを考慮すれば、コンクリート構造
物を立設する非常に早い段階で除去されなくてはならない。そして、耐候性被膜をさらに
有する接着層が、その後の期間に汚されて破損しうるので、接着促進剤の効果は損なわれ
てしまう。
【０００３】
　さらに、高分子封止膜が、コンクリート側に面する複合層（接着または積層された不織
布または布）によって、側面からのマイグレーションを確実に次に防止することを意図し
たシステムが販売されている。生コンクリートと接触すると、次に、このように封止を保
証するために、セメントペーストの一部が不織布と結合することになる。しかしながら、
この場合でさえ、汚れてしまうおそれがあり、さらに期間によっては、例えば建設中に不
織布に藻類が繁殖してしまうおそれがある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　したがって、本発明は、複雑ではない方法で、例えばコンクリートの凝固が起きる少し
前になって付着させうる、側面からのマイグレーションから保護する面封止の形態を提供
することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明によれば、この目的は、第１の態様による、セメント系材料で作られると共に防
水された壁面、特に、補強されたコンクリートで作られた構造物の壁の側面マイグレーシ
ョン防止製作方法により達成され、その方法は、外側型枠を立設する工程、封止材を、好
ましくは、外側型枠の内面の全領域に付着させる工程、補強部を、封止材が備えられた外
側型枠の内面の前方に配置させる工程、接着促進剤を、補強部を通して封止材に塗布する
工程、内側型枠を立設する工程、セメント系材料を、外側型枠および内側型枠によって形
成された型枠空洞部に充填する工程、および、その材料を、セメント系材料と封止材上に
位置する接着促進剤との間に堅固な結合を形成するように硬化させる工程を含むものであ
る。ここに記載された方法の場合のセメント系材料は、好ましくは、補強されていないコ
ンクリート、または、鉄骨鉄筋コンクリートまたはプレストレストコンクリートなどの補
強されたコンクリート、ショットクリート、若しくは、他のモルタルまたはスクリードで
ある。壁面は、垂直に、または、垂直に対し０度以外の角度で延伸していてもよい。
【０００６】
　第２の態様によれば、この目的は、本発明による、セメント系材料で作られると共に防
水された床面、特に、補強されたコンクリートで作られた構造物の床の側面マイグレーシ
ョン防止製作方法によって達成され、その方法は、封止材を、好ましくは耐負荷基材の全
領域に、特に、好ましくは補強されていないコンクリートで作られた捨て層に付着させる
工程、補強部を、封止材の層の上方に配置する工程、接着促進剤を、補強部を通して封止
材に塗布する工程、セメント系材料を、補強部（２８）が基材周辺に配置される前または
後に立設された型枠内に上方から、例えば注入して打設する工程、および、材料を、セメ
ント系材料、例えばコンクリートと封止材上の接着促進剤との間に堅固な結合を形成する
ように硬化させる工程を含むものである。セメント系材料を充填または注入することは、
打設とも称される。基材は、例えば、木製下地層または圧密ハードコアであってもよい。
床面は、水平に、または、水平に対し０度以外の角度で延伸していてもよい。
【０００７】
　第３の態様によれば、この目的は、セメント系材料で作られると共に防水された面、特
に、補強されたコンクリートで作られた構造物の天井および丸天井などの頭上面の側面マ
イグレーション防止製作方法により達成され、その方法は、封止材を、好ましくは基材の
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全領域、特に、好ましくはショットクリートで作られた均し層に付着させる工程、補強部
を封止材の層を覆うように配置する工程、接着促進剤を、補強部を通して封止材に塗布す
る工程、セメント系材料を、接着促進剤上に下方から、例えば「吹付けにより」打設する
工程、および、その材料を、セメント系材料と封止材上に位置する接着促進剤との間に堅
固な結合を形成するように硬化させる工程によって実現される。
【０００８】
　型枠は、基材または床面の境界としての囲い型枠（端部型枠）を含む。端部型枠は、補
強部が設置される前または後のいずれに作製されてもよい。しかしながら、典型的な建設
手順では、初めに立設されて、その後にのみ、補強部が置かれる。この場合、封止材は、
通常は型枠の下に継続して置かれるか、または、型枠の内面上で引き上げられる。
【０００９】
　上記方法の特定の一実施形態によれば、好ましくは、封止材は、好ましくは重なり合う
ように置かれると共に、例えば、継ぎ目領域で接着結合または溶接された封止膜の形で付
着させられる。
【００１０】
　封止材としては、ＦＰＯ系、ＴＰＥ系、ＥＣＢ系、ＰＶＣ系、ＥＰＤＭ系、ＥＶＡ系、
ＰＥ系などが有利である。
【００１１】
　接着促進剤は、吹付けにより有用に塗布される。接着促進剤としては、アクリレート系
、アスファルト系、セメント系または他の物質系の高分子系分散液、乳濁液、懸濁液また
は溶液が有利である。
【００１２】
　本発明の更なる特定の実施形態によれば、接着促進剤が塗布される前に、好ましくは液
体、特に水で汚れを除去するように封止材の表面を掃除することが好ましい。必要に応じ
て、および、必要な時は、過剰または余分な液体も、例えば掃除した後にポンプで汲み出
すことによって積極的に除去してもよい。
【００１３】
　本発明は、接着促進剤を比較的後で塗布することで、コンクリート設置前に概して接着
促進剤が破損せず、したがって、接着促進剤の効果が保持されるということが驚くべきこ
とに実現されたことに基づくものである。次に、このことは、生コンクリートが硬化する
と、効果的で耐久的な表面結合の生成を可能にし、望ましくない破損の際に、表面封止材
を通る側面からマイグレーションを防止させる。換言すれば、先行技術に関して記載した
上記「接着層」が、できる限り後に接着促進剤の形で塗布される。塗布は、例えば、特定
の接着促進剤を吹付け塗布することによって行われてもよい。少なくとも特定の一実施形
態において、特定の接着促進剤は、（既に置かれた）封止膜に良好に結合すると共に、後
に生コンクリートにも、セメント系材料と、封止材上に位置する接着促進剤との間に結合
が存在するように良好に結合されるべきである。
【００１４】
　特定の結合促進剤が塗布される時には、補強部の領域も濡らされることになる。この濡
らされることは、補強部の機能と寿命のいずれにも悪影響を与えない。
【００１５】
　本発明の更なる利点および特徴は、添付の請求項、および、２つの例示的な実施形態を
、図面を用いて詳細に説明した以下の記載から明らかになるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の第１の特定の実施形態による方法の工程を示す。
【図２】本発明の更なる特定の実施形態による方法の工程を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　図１は、上から下へ、本発明の特定の一実施形態による、セメント系材料で作られると



(5) JP 6691542 B2 2020.4.28

10

20

30

40

50

共に防水された壁面の製作方法における一連の工程を示しており、示された工程の間に、
更なる工程を行いうる。初めに、外側型枠１０を基板（図１には不図示）上に立設する。
次に、封止材１２が、封止膜の形で、外側型枠の内面１４の全領域に亘って付着させられ
る。より具体的には、この例において、封止膜は、重なり合うように置かれると共に、例
えば継ぎ目領域で溶接される。封止材は、例えば、ＦＰＯであってもよい。
【００１８】
　次に、補強部１６が、封止材１２が備えられた外側型枠１０の内面１４の前方に配置さ
れる。
【００１９】
　更なる工程において、例えばアクリル系の接着促進剤分散液１８が、封止材１２上に補
強部１６を通して吹き付けられる。通常、この際に、少なくとも部分的に補強部１８も接
着促進剤分散液１８で被膜されるのを、防止することはできない。
【００２０】
　その後、内側型枠２０を基板上に立設する。
【００２１】
　結果として得られる型枠空洞部２２に、次にコンクリート２４が充填され、コンクリー
ト２４と封止材１２上に位置する接着促進剤分散液１８との間に堅固な結合を形成するよ
うに硬化される。
【００２２】
　図２は、セメント系材料で作られると共に防水された床面の製作方法の特定の一実施形
態を、異なる工程で（上から下へ）示している。これは、方法の一連の工程であって、間
接的にも、直ちにも続けて行われる必要はない。
【００２３】
　例示的な本実施形態において、基材２６は、全領域に亘って投入された補強されていな
いコンクリートの捨て層からなる。基材２６上には、封止膜状の封止材１２が配置され、
封止膜は、重なり合うように置かれると共に、例えば継ぎ目領域で接着結合される。封止
材１２は、例えば、ＴＰＥ系であってもよい。
【００２４】
　次に、補強部２８が封止材１２の層の上方に配置され、その後、例えばアクリレート系
接着促進剤分散液１８が、通常、吹付けにより補強部２８を通して塗布される。その場合
には、少なくとも部分的には補強部２８も接着促進剤分散液１８で被膜される。
【００２５】
　その後、コンクリート２４が、補強部２８上に上方から注入され、コンクリート２４と
封止材１２上に位置する接着促進剤分散液１８との間に堅固な結合を形成するように、コ
ンクリートが硬化される。囲み型枠（不図示）は、補強部２８が加えられる前または後の
いずれに立設されていてもよい。
【００２６】
　頭上面が封止されるべきなら、例えば、封止ウェブを基材（例えば、天井または丸天井
）に接着結合させ、スペーサを有する補強部を差し込むことによって行いうる。
【００２７】
　本明細書の記載、図面および請求項において開示された発明の特徴は、個別に、および
任意の望ましい組合せの両方で、様々な実施形態における発明を実現するために不可欠で
ありうるものである。
【符号の説明】
【００２８】
　　１０　外側型枠
　　１２　封止材
　　１４　内面
　　１６、２８　補強部
　　１８　接着促進剤分散液
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　　２０　内側型枠
　　２２　型枠空洞部
　　２４　コンクリート
　　２６　基材

【図１】 【図２】
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